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はじめに

品~！起について申 し上げる 1lfiに ， 時L見を H・け』II えさせて戴くならば，ぷ胞に

ある 2項目については日本および外国において，かなり立派な資料がありま

すω。そこで問題は，外国の:k:所を虫i]{irJに取 り入れ るかの方法論だとJJ｝，いま

す。

わが国港湾HJIJ！立の別状は打｜刻 ・発展されなければならないが，港湾｜問題の

取扱上ネグレク トされてはならぬこ とは，港湾の民主化を凶ることである。

(1) 1. LI水港湾協会発行，外｜玉l港湾行政の失態，H間1135年3月2111。

2. 運輸省港湾問編集，1:1本港湾協会発行，港湾管型の現状と問題点， 11討手1140年11

月。
3. Port Administration in the United States by Marvin L. Fair (Cornell 

Maritime Pr巴SS,1654.〕

1. 港湾用語と概念

まず，用語から説明する。それは，話手とl砲手の聞の理解を図るためで、あ

る。それにしても同じポート・ オーソ リティといっても，その内容は同一で

ない。そこで代表的なものとしてロンドンと，ニュー ・ヨークのポート ・オ
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ーソリ ティについて述べるo

（υ港湾、の1i2；迎（PortManagen1ent) 

管理！は，法律的にいえば，事務管理r，監督の意味であり，処分行為

に~'lei刈する保存改良行為であと。また管理は， 経済的にいえば， 経営体

のi＆上iii＼にあたる経世l!IJ、ら (i¥drninistra ti on）と，その最下i'illにあたる

作業（Operation）との ~1~·間にあたるものであって， 経営体の活動を指

揮監督する機能をもっている。 （山城J'.~i: ；弘経治政策 p. 51 ， 古川栄一編， 管

理組織 P.<IS委主Jl1の

しかるに，港湾法に限定した管理Qは次の通り。 （｛上111正二私港湾jilijぷ

と港湾管迎の;JJ;/jjl!Jfil~，命PP.1 65～ 170参照）

① 港湾管理ωは港湾、を利用者に利用させること。

② 港湾区域内の水域・港湾、隣接地域内の港湾施設および給水船，引船

等が利用に耐えられるよ うに良好な状態に維持されること。

@ 港湾の利用に関する秩序の保持。

④ ｜恥港地区内の土地を利用する構築物に｜却する秩序の保持。

(2) 港湾の経営

l’個別の諸経済が，主体の也、志により一定の計画性をもって，目的追求

の努力をなしつつある相をとらえて，経営されつつある状態というので

あるが，かくて個別経済が経営体と称せられることになるのである。こ

の意味において成立する称呼が「経営Jである。』（経営学辞典p.134，平

井泰太郎〉『また経営を，企業を経営するというように用いた場合，それ

は経営管迎の怠＊であって， 企業が生産力の諸要素を結合したところの

ものを運営するという内容を有する。結合されたものを運営するという

経営管理の職能は堅実性と保守性とを要詰するが企業の本質的職能はおり

なと官｜換と進取とを強く要詰ーするものであるJc経蛍学待典P.135，高官普〉
かくてtf..',l￥；と符J~ll とを合せてt+'IWi~＇ J~ll<2＇とか ，行声［！椛？ヰ（3）とかいわれ

る。 managementはむ丑llであるが， managerialautonomyとなると
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経世の自主性と訳される。つぎに administrationは，経蛍であるが，

public administrationとなると，行政と訳され，また administrative

autonomyは行政上の自主性と訳される。（矢野州IJ若，港湾経済の研究PP.

138, 141, 142.参照〉さらに，人事官’f出土 personneladministration or 

management と いわれる。（経＇2；学11ra1~ PP. 349, 354.鋭利重｜盗〕

(3）港湾の運営

港湾の運蛍は，港湾管理者1JllJからみた言葉で，港湾管理者が港湾の利

用者に対し，その管理する人的物的施設を提供して利用させることであ

る。 （港湾法第12条1項4号・10号・11号参照〉

(4) 港湾の利用

港湾の利用は，港湾の利用者側からみた言葉で，たとえば，港湾利川

の対価である入港料（港許可法第44条の 2, l項参Hの，または港湾利J=FJの立

伝（港湾法第12条llJj7号〉 等である。

（同 港湾、の開発

港湾の I~日発は， l恥ぬ工業地；N ~＇ の J;i JVi;などである。 (j)Ji約法第12条1引3

号の Z ， 第37条 llJH 号， ~MB条 l 以・ 2 lj~ ） 

(6）港湾の発展

港湾の発展は，港湾のIJM発，矛lj川を通じて，港湾の所在する都rb'を発

展させるな味である。（住田正二若，I川沿訟P.152，港湾法第12条lJJ」，2J，~·. 

7頃参照〉このように港湾の発展が進展して行くと， ｜臨海地域と後方地

域との分界が問題となり，遂には後方地域が国内全体に広がって行くで

あろう。

(7）港湾

港湾という言葉そのものにも，いろいろの解釈がある。港湾法には港

湾の定義がなく，漁港法には漁港の定義がある。法律上のことはさてお

き一般的見地から港湾をみるとき，それは港湾都市として認識され，そ

こには港湾とl直結する多くの経消山J也ーがある。たとえば｜恥港鉄道，1:¥:11・；泌
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倉庫，臨港地情工場，港湾運送，水 ・｜控・空運一般流通機構等々，港湾、

の開発 ・発展と表裏の関係にあり，港湾、の後方地域は，ますます橋大し，

極言すれば日本全体の経済力と日木全体の港湾とが次第に結び合い，広

域港湾の開発 ・発展がポート・ オーソリティの実現を可能ならしめるで

あろう。

(8) 港湾の企業形態

港湾、法には直接関係ないが，港湾企業は，まさに港湾個別資木の単位

そのものと，夜、は解する。そして企業の所有主体と経世主体とが一致す

る場合には，（υ私有私営企業と，（2）公有公営企業となり，所有と経営の

組合せによっては，（3）公有私営企業， （必私有公営企業，（同公私共同企業

となるO このような港湾企業形態はまた港湾経営形態ともいえるであろ

う。 （矢野剛著，港湾経済の研究 p.63.）企業の形態について1説地博士

は， 『企業の形態とは， 経世経済における企業者の構成がいかになって

いるかとし、う様式であり，その本質的要素は，出資，経蛍および支配の

関係であるO この三者の合ーまたは分離が企業形態を決定する。』

CW:J也川I治以111ι 新訂企業形態，，命，P.42.参W't)

港湾企業形態

① 私有彩、営港湾企業

げ） 私蛍泌

② 公ヰ：j公蛍港湾企業

(1) 国営港

（ロ） 地方公共｜立｜体首港

州港庁営港

＠ 公有私営港湾企業

（イ） 公有崎頭などを私設会社に：貸付け賃貸料を；~~徴する場合

（ロ） 公有施設の委託経営∞

④ 私有公営港湾企業
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⑤ 公私共同港湾企業（5)

港湾は，公企業（6）の対象となり ，または公私共同港湾企業（7）の対

象ともなるから，一義的には解されなし、。

以上（1）から（8）の用語とダブノレょうであっても，港湾法上特に説明を加えた

いものとして次の 3用語一一一4.の（1）で港湾； 4.の（2）で港湾管理；4.の似

て港湾管理者の業務；一ーを，むすびの前4.に付記することに した。

(1）港湾の管理はまた， その~；理を定めた法？It との関係におし、ず次の五つに分泌1さ
れる。

①法律に基き国が行う港湾の管理。

②地方自治法第2条2項の公共事務として行う港湾の管理。

③法令により港湾官’理者に団体委任された委任事務として行う港湾の符J111。
④ j也方自治法第2条3；項の行政コ）i務として地方公共団体が行う治的の符迎。
③夜、人がT:i、法ヒの行為として行う港約の行Jlll。 （｛七回＿Tr.二九 TlifJ'&¥~！L P. 179. 
参照）

なお，港湾法第2条による宇佐f!'J管理者は法務局叉は港湾法第33条による地方
公共団体となっている。

(2）資木家によるこれら活動 ・計画 ・指都 ・Ii託行は一般に経常行理とよばれる （rj・1
央大学70周年記念論文集，向学i'fflp, 339, :{ :FE¥1'谷市港杭，終－pr;1肖；頭！の木質，－；＋1川栄
一編，経常管理組織 P10.) 

(3）前路中央大学70周年記念論文集， PP.273・27L1，細貯「ll:U男杭．大都市交通近代
化の研究。

(11,）笠州石炭！＇it＇.頭経営委託契約百 er昭和125/9三8月21「l〕
(5）室開港では戦後，市当局と市民との協同出資で宝rnn泌振興株式会社を設立した。
その後，この会社の建設に閤庫補助が与えられることになったので，市は自己の

企業と して辿設を完了して，それを会社が好必Eすることになった。これについて

束ヌ予防士は「この場合，外見的には公有民営企業であるが，実態は公私共同企業

である。」といわれる。 （「港湾における公私共同企業問題」港湾，昭和25年12

月号参照）。また大阪地－J震興株式会社も！j災後の災害復旧にあたり，私企業公共化
を目的として創立運営されたものである。 （矢野剛著，港的経済の研究p.64.)
(6）公企業（-:Ji.・Publicenterprise：， 米 Publicownership）。

公企業の形態は，小島昌太郎lot'士によれば，次のとおり。
① 1 ~1の特別会計をも って行う公f企業
②公法人たる公企業

③地方公共団体の公企業（同氏若，経科学ff；説， PP.29S, 266.) 
公企業は， その企業を所有経日する主体の公的1~：1＇ちをとり上げた場合と ， ま

た-;t＿業それ自体の，公共1~！：＿をとり ヒげた；揚子？とでは ， Jj lJH［の概念となる。けれ

ども首泊に公企業といえば前？？の場合をJ行し，後者の場介は，これと区別する
ためには，公従企業（Publicutilities），または，公共企業，あるいは公用企

業と:fefJ＼せられるO ここでは， rn1家，地方自治体，協同組合（産業組合） ，その
他いわゆる委員会などの公的団体が所有経れする企業をz 公企業とする。

公企業は公共団体が所有終・，：：：；するものであるが，公共同体が所有終ぷ？するも
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のすべてが公企業であるとはいえない。というのは，公共団体が所有経泊する
ものの中には公包－事業とか公経主？とか，いうものがあるからである。
公’・；：：；事業というのは，単に経済のみにとらわれないで，広〈統一された芯、志

の下で計四的，組織的に行なわれるところの行政事務一般を指している。
公1来日・というのは，公共団体が行なうところの経済 ｜ニの作業が，統ーされた
古思の下で、計画的，組織的に行なわれるものを指すのである。 （矢野岡ir/li：，港
湾経済の研究 PP.61. 62) 
(7）公共事業。

「政府や地方公共団体などが施設を行なっている道路とか，橋梁とか，P.lif.llJ,
河川などの土木事業は，いわゆる公共事業 （Publicworks）と称せられているも
のである。それらはれ楽的/1i¥fy）を行なうものではなし、。すなわち企業ではなし、か
ら資本；を調達して建設を行なうことをしないものであるー・・財政的支出 」
（北久一若，公設企業論 ]J]J.9～10.参照〉

2. 欧米のポート・オーソリティとその内容

(1) ポート ・オーソリティの語源

ポート・オーソリティ とは自治的港湾管理庁のことで，ポート・ オーソ

リティ，ハーパートラスト，ハーパーボード，ハーパーコミショナーズ；

ハーパートラス トコミツ ョナーズなどいろいろにいわれ，古くから｛貞われ

ているのがポート・ トラストである。興I床のあることはポート・ オーソリ

ティという活が生まれた経緯で、あって，ロンドン港！？設置法案が英国議会

で審議~1:1 ， 一議員が新機l~Iの名称は何かと質問したのに対し，提案者であ

るロイド ・ジョ ージ氏は，この法案の%条には種々のオーソリティが規定

してあるから，ポート・ オブ ・ロンドン ・オーソ リティと命名 しては如何

と答えたことに由来するのである。

(2) ポート・ オーソリ ティの1m念

（め 港湾の｜こl治的管理経；立を木旨とし，同家はその組織 ・職能 ・財政に

対し.fl1に法律上の基礎を設けるに過ぎなし、。

（ω 一般行政「iーから全然独立した法人と して設立される。
(c) 組織は，選挙せられた委只からなる。（ロ ンドン削i＇の場介，任命委貝

によるものが多い〉

(cl) 港の所有 ・｛m'H・経常の実行にあたっては，土地収用権・ ~＇fH~~f'm • 
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港債発行権 ・その他の権限が与えられ，管理区内は両州にまたがる場

合（ニュー・ ヨーク港〉もあり，又一港に限らず数港に及ぶ場合もある。

(Virginia State Ports Authority) 

(c) 公益のために経営される公共機関であるから，事業上利益を挙げて

株主配当をする必要なく，従って課徴料率の低れんと，施設の改善と

が期待し得られる。

(f) 財政は自給自足主義であり，政府または地方公共同｛イぶからの補助を

必要と しないことを原則とする。但し補助されても差しっかえないと

忠われる。たとえば行政的に独立したゼノア港に対しイタリヤ政府は

1カ年90万マルクの補助を与えた例があり， またロンドン港庁創立に

当り 3 船渠会主！この買収量~22,362 , 859ポン ドは新設のロンドン港庁が発

行した港債をもって支払われた。 この港伎は，買収予定の 3船渠会社

に対しドック証券が発行されていたのと 引替えに交付ーされた。 （矢野

剛著，港湾経済の研究PP.77・78.参照〉またニュー ・ヨーク港庁創立に際

し立替金が行われた例もある。

(3) ポート・オーソリティの長所と短目「

(A) ポート・ オーソリティの長所

（乱） 広汎な権限を有し，統一的に経也’するから港湾管理行政の理想に

合致する。

(b) 宵僚的欠点，政党的弊害，営業手腕の欠陥守ーがない。

（巴） 港湾関係の専門知識経験者を広く網符するから，全体の利J.n~のた

めに時：1~：に適する施設をすることができる。

Id) 財政的自給自足主義を採り，港湾収入が一般会計に繰入れられな

いし まずこ港（i'iも発行しうるから港湾改苦のH与機をうたしない。

( c) 事業上の利益で株主に配当をすることを要しない公議事業である

から課徴料率のfJIれん，施設の改elf.＇がj切し得られる。〔（2）の（c）参Jl.(1.〕

(B) ポー ト・ オーソリティの）；＼＇j所
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（的 自治的管理をもって特長とするだけに，自治精神が発達していな

い地方またはノj、港で‘は行なわれ難い。

(b) 幹部委員の策動によって自港の利誌のみに走り，国家的利益が閑

却されることなしとしない。

(4) ポート・オー ソリティへの移行

ポート・ オーソリテイへの移行のタイフ。を次に示す。すなわち，①国

営港からの移行。告；，私営港からの移行。 GI・広域港湾経営のための務行。

① 国営品ーから港庁営港への移行

フランスでは主要港は歴史的に国営であった。ところが，中央集権

~f! IJによる弊害のために近接の他国港湾との競争上不利を招くようにな

ったので，この不利を免れるために国営砧ーから自治制による港n=t1111度

へと発展移行した。すなわち1920年「海市港の自治制および港湾工事

施行手続簡略に関する法律」にもとづいて，1924{1三11月13El大統制に

より自治市IJがノレ・アーフツレ港に実施された。それは特殊公法人で、ある

港庁で‘あって，港の基本施設は国から，陸上施設は商業会議所から，

それぞれ譲り受けて港湾を所有経営するようになった。

カナダでは1936年10月1日実施のナショナノレハーパーズ・ボード法

(The National Harbours Board Act）によって，国営港を統一的に

経営する中央港庁（NationalHarbours Board）が特殊法人（連邦政

府任命の 3人の理事で組織）として設立され，運輸大臣の監督のもと

に一般的港湾管理権を付与されているが， 税率の~IJIJ定などの権限は招

密院が保留している。すなわち， N・I-I・B.(The National Harbours 

Board）作成の原案が運輸大臣の承認を得て， さらに枢徳院の承認を

要する。

＠ 私営港から港庁営港への移行

ロンドン港は，船渠会社の私営港と して資本主義的発展過程を経て

きたが， i.:1由競争の弊害として港湾の公共性にもとづく総合計画を実
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現化することが困難に陥ったので，港庁制度に発展移行した。

③広域港湾経営のための移行

ニュー・ヨーク港は，既存港湾の所有経営が港庁に移行したのでは

なくして，行政区を異にする近接港湾の，いわば広域港湾の，統一経営

を目的としたものである。ここで注目されるのは，港庁所有経営の港

湾、のほかに，ニュー・ ヨーク港内には別に市の従来からの所有経営船

渠（現在は，市の Departmentof Marine and Aviation管轄〉があ

るから，ニュー・ ヨーク港は複数制による公共体管理経営港である。

もちろん私蛍も別にある。

3 ロンドン・ポート・オーソリティとニュー・ヨーク ・

ポート・オーソリティの比較

欧米のポート・オーソリティといっても，共通点も＇~、目黒点もある。 アメリ

カの61ポート・ オーソリティ を澗査した Fair氏によれば，ポー ト・オーソ

リティの事業種別は31項口ある。 (By Marvin L. Fair, Port Administra-

ti on in the United States, pp. 51 53. ) 

ロンドン港庁とニュー・ヨーク港庁とを刻比してみると次の通り。

ロ ン ン港「「 ニュー・ヨーク港庁

1.名称 ｜山口rt… nAut川一……川
(P. L. A; P.A.) 

2.根拠法 ｜…t…n… ｜「「「門ωω川Comp川叫m町町p…〉
(1909年4月111実地〕 New York and New Jersey 1921. 

3設立年月 11i 1 
4性 t科 休公共企業体（両ナ／・Iに跨がる治J或

(The Port District; The Port of 

New York District）において終

端・迎送・商業の3IJiii設の完vmを
｜玄｜る法人〉
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｜ ロンドン港庁 ｜ ニュー・ヨーク港庁
5.設立市！の管 ｜×①TheTrinity House 

理者と所管 Ix②ThePolice Authority 
事業 I （怒視庁管掌警察〉

港庁の設立により新しく所管事項

を決定するに当り下記4項目は所

管外とされた。

x③The Corporation of London ｜①マンハッタン烏のドック経iきは

（ロンドン市管掌船舶衛生〉 I ニュー ・ヨーク市に属する。
④The Thames Cons巴rvancy I （マンハックン向は16初年にダッ
③The Watermen’s Company I チ・ウェ λ ト・インディア会社が
以上の中×印は港庁に移管され｜ 26ドノレで買収したものである〉

ず④及び⑤が移管された。①④⑤｜②水先案内は，同州が選任する委

の詳細は，矢野剛若，港約経済の｜ 員会で監督する。

研究開.78・79・88.参照。 ｜ ③港内水面の保全 ・ 塵芥投棄の~：；.：

替は，大統領任命 ・かつ陸軍大

｜ ｜；？却下の附により行われ

④繋船場の指定・爆発物取扱l校倍・

船内十，，仕取締は，連邦lr吏たる
水上物察が当たる。

6設立の動機 ｜ 私企業による船渠会社の競争の ｜①1917年ニュー ・ヨーク港事件

結果赤字を来たしたため各社合同 ｜erりに対する州際交通委員会＇！011
して公共企業休を作り，これにnl 定内容が港庁の設立となった。
収されることになった。 i 判定内容 ：「ターミナノレ問題解
民収会社は次の通り。 ｜ 決の銭~は， 調盤のために貸率を

(1）戸ンドン・ エンド ・インデイア ｜ 変更することではなく，同地域

船渠会社 ！ の住民と運送業者とが相互の幸lj

(2）サーリ ・コマーシャノレ船架会村l主主情進のために協調努力して現
(3）ミノレウォーノレ船策会社 ｜ 状を訴することである。」

なお， 1921，， ，~ に港「「は King I (tl：〕木件~t西部地方から， この祝t

Geoge V Dockを新設したので ｜ 的地域内の各駅に至IJ万する鉄！u
現在はこれを加えたものである。 ｜ 貨物は，いずれも同一11率が誕

せられていたので，ニュー ・ヨ

ーク側に比べて短距離のニコー

｜ ・ジドジー側としては，自己
に有罪ljの質本に改訂方を＇If求し
｜ た。詳しくいえば，海運貨物は

I もつばらニコーヨーク州側で
}J；辺貨物はもっぱらニコ一 ・ジ

「ジー州-0u1-01x扱わどをち
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ロ ン ド ソ泌（1~ ニュー・ヨーク港Jr
貨物については貨車航送・鮮船

運搬 ・渡船などが発達し，ニュ

一・ ジャージー什｜の水際は，鉄

道会社の独占舞台となり，ニュ

一・ ヨータ似IJは市設港湾がもっ

ばらニュー・ ジャージー州側の

鉄道で使用される結果となり，

挙句の果てが木件となったので

ある。

②上記判定が契機となって，港湾

問題解決のための港湾開発委員

会が1917年に両州で組織された

この委員会は，1920年に港湾問

発総合計画案を発表した。（注〉

（注〕その後設立されたニュー・ヨ

-!l港庁によって1922年には上

記総合計画案の大部分が係択さ

れた。この総合計画案は，鉄道

に｜浪らずトラック ・渡船 ・車両

用ト ンネノレ ・青果物施設・穀物

エレベーター ・燃料取扱施設・

その他が合れまたが，その後の

事業は， 空港 ・その他の経自に

拡大された。

（矢野岡lj若，港湾経済の研究

pp, 94-101.) 

③ニュー・ヨーク港庁は， 5]1］に市が

I m~1r:l·i吋的る山
らず，それと併存して二州共立

の港Jr(Bi-State Port Authori-
ty）が公共企業体（PublicCor-

poration）として発足したもの

である。従ってニュー・ヨーク宇佐

はl名ANew-York New Jersey 

Portともいわれる。

I 'Ji;悶Board;I を超えざるもの（うち 1名は 内訳．
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トロンドン港庁 ｜ ニューヨ ーク 港庁
米国 BoardI Chairman，他1名は被推せん者， ！ ニュー・ ヨークナH..…... 6名
of Com-I残り14名は運輸大臣任命のmem-I ニュー ・ジャージー州…6名
missioners I bers〕で組織される ｜理事の任命

国家港湾委員会（NationalPorts I 港区内居住の有権者中から両州
Council）・・・・ H ・......・ H ・… ……ll知事がそれぞれ6名を州議会の承

(Chairman〕 ｜任を得て任命する。任期6カ年各

被雄せん者（Co・optedMember) I州居住表決者各6名中 4名はニュ
・・…11－・ヨークの場合は，ニュー ・ヨ

(The Director-General) I -!l市の居住表決者であり，ニュ
船主及荷主協会（Chamberof Iー・ジャージー州の場合は，ニュ
Shipping of the U.K. and I －・ヨ－ !l港j或中のニュー ・ジャ
London General Shippers iージー州の地区内の府住表！:k:＂行と
Society) ・・・・ H ・・・3 memb巴rsiなっている。
商業会議所及荷主制令（LondonI理事長
Chamber of Commerce and I 理事長はJ!f.l乍の互選と し，任期］
the British Shippers' Coun-1 1カ年。

cil〕 …………・・3members I （備考〉理事者の肩；！？をみるに銀
沿岸船渠組合（LondonWharf-I 行 ・｛訂正会社 ・貿易金融会社 ・
ingers’Association Ltd.) I 不動産投資会社 ・金融協会 ・保

・・・・・ l member I 険会社・証券取引所 ・商事会社
ロンドン・ パージ所有者のマスl ・製造会社 ・電気会社・ガス会
ター・ライターメン組合 ！ 社等の現叉は前会長 ・社長 ・専
( Association of Master I 務取締役 ・取締役，または理事

Lightermen of Barge Ow司｜ 長も しくは理事，あるいは法律

ners in London）－・・lmemberI 事務所の弁護士であって，港湾

グレーター ・ロンドン都会 I 事情に精通したものは一人もい

(Greater London Council) I ない（海車交通研究， 1966年第

・・・・・ l member I 3偲P.56，高村忠也m，港湾'l'.l;
ロソドン市会（Corporationof I 現における英米両方式の~＇｝失に
the City of London) I ついて〕

ぃ 1member 

トリニティ ・ハウス（Corpo-

ration of Trinity House) 

・・・・・・田・・・・・ lmember 

労働組合代表（Personsreprι 

sentative of organised 

labour｝・・・・ H ・－… 2members 

国家港湾委員会（NationalPort 
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「 I r-i ··~· F ン泌庁 I ニュー・ヨーペ庁

I Cou叫

1 s.1i改 Marvin L. Fair: Port i左掲書 .[J. 200.参照。

Administration in the United 

States, p. 201.参照。

9.独立採算制 i ロンドン港庁の設立法である ｜ ニュー・ヨーク港庁については，
Self.ContaincdJ 1908年12月21日公布のロンドン港｜独立採算性と して特記すべきもの

Accounting ｜法（ThePort of London Act.1908) Iが見当らないので，一般的説明を
Organization; Iは，ロンドン港Itに対しロンドン｜付記する。すなわち収支の独立と
Business ｜港債（Portof London Stock）の｜適合（Self-Sustainance; Self-Sup-

Accounta- ｜発行権を付与し， 資本の自己調達Jporting〕とにより企業の自主性を

bilities; ｜を可能にし，企業方式による貸借｜確立し， 合理化要素を企業に導入

Business l対照表・損益計算訟により収支の ｜する独立採算性は，パブリック ・
Calculation I 迎合を確認し， かくて利Jぷ金の自｜ コーポレイションの財務管；理方式

｜己処分断われる0 ts.to, ロン｜として採用されるo しかも パブ
ドン港庁は， ドック買収 ~11 総額 ｜ リ ック ・ コーポレイ ジョンにたい

22,656,245ポンドを含む総額｜しては国家補助もまた支払われる

28,090,458ポンドの港位（Portof Jこともありうる （占部都美前掲書

Lonpon Stock）を1920年ロンドンIPP. 201. 204. 227. 228.参照）
港統一法により発行している。な

お，港げは泌位以外に借入金を行

い何る場合もある （矢野剛若，港

湾経済の研究，PP.79・80・81・91.

参照〉。

10. P.L.Aと ｜ ロントン泌n・と河y,lにある Pu
私自公共的 Iblic Wharfingersとは， PJili＇設立

I .aJ・［業者との ｜当叫粋から特殊｜搬にあり
特殊闘係 ｜貨物の倉庫保管については競争的

立場にある。もっともロンドン港 1

法では， 泌J j~がこれら私自公共協

頭業者を一定手続により合併し得

ることになってはいるものの，そ

の動きがないのが現状である。ロ

ンドン港法でt訂正々の義務 ・fiJIJ限

を港庁に課しているのに反し，私

日公共Jifi]jJ［業者には，それがない

のみでなく，港l「の成立により同



H 欧米のホート・オーソリ ティとわが国の港湾管理問題

ロ ン ン港庁 ニュー・ヨーク港庁

業者側から代表l名が港！？理事に

任命されることになったので従前

に比し却って有利となった。それ

というのは，彼等は法的独占j在こ

そないが，特殊R'ijii古，たとえばラム

n当・タλコ・此鳥羽毛・象牙等の
倉庫保管は，事実上背から彼等が

独占的の立場にあるからである。

4. わが国の港湾管理とその諸問題

(1） 港湾法上の港湾

港湾法が目的とするところの「港湾f首＇~ll者の設立による港湾の開発， 利用

及び管理の方法を定める」という第1条の港湾そのものについては定義がな

い。しかるに，漁港法第2条には漁港の意義が明記〈りされている。かくて港

湾法でいう港湾には広狭二誌がある。

ω 狭義の港湾
狭義の港湾は，＇，'!f；造物（わのことである。この場合は，単に港湾という

場合〈港湾法第49条の 2,1項〕と，港湾の管理 ・運営 ・矛lj用等一連の

語句をな して用い られている場合とがある。

(B) 広義の港湾

広義の港湾は， 「海｜控交通の連絡の機能が営まれる一定の水域及び｜法

域を意味する港湾」のことである。このような港湾は，港湾都市という

言葉に相通ずるものである。港湾法では，かかる場合の港湾を表わすに

は単に港湾とせず，港湾の開発 ・開発発展・管理・利用 ・保全等サフイ

ックスっきとなっている。 （港湾法第12条，1項2号・7号参照，住｜まl正二

著，港湾運送と港湾管理の基礎理論，P.146.参照〉

(2) 港湾法上の港湾管理

港湾法（昭和25年5月31日法律第218~］〕によれば， 港湾管Jill者とな る も
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のは港務局又は地方公共団体である（同法第l条・第2条劇的。すなわち従米

国または都道府県市等による多元的港湾管理は，一元的港湾管理に変わり，

国は港湾管理主体から除外されて，港湾の管理・開発 ・利用の方法が定めら

れた（港湾法~1 条 ・ 第 2 条割問。港湾法上の港湾管理は，企業経営上の管理

とは異なり，多分に港湾行政的であるようだ。つまり各港別港湾企業経営面

からみた場合の港湾管理面がにじみ出ていないようだ。

港湾、法以前に刊行された武井 ・田中両氏共著，土木行政（p.225.）によれ

ば， 「港湾行政の実際に於て官主llなる用語は狭義に解されること前述の如く

であるが，それでも港湾を維持保全してその利用を増進するために必要なる

一切の行政的行為を包含するので，港湾管理権の内容は相当広汎に渉る云々 」

とある。

(3) 港湾法上の港湾管理者の業務

港湾管理者としての地方公共Ill体の業務に関しては，第四条及び第13条の

規定を準用する（港湾法第34条〉とあり，港務局の業務は港湾法第12条1項

1りから1421J・に列挙されている。また港務局および港湾管理者と しての地方

公共｜羽体は，港湾運送業，倉庫業その他運送及び保管に関連する私企業の公

II~な活動を妨げ， その活動に干渉 し， 又はこれらの者と競争して事業を蛍ん

ではならない（港湾法第13条 1項〉。また何人に対しても施設の利用，その

他港湾の管理運営に｜却し不平守rなl反扱をしてはならない〔港湾法第12条，第

13条，第34条参照〉，とされている。

港湾法第13条私企業への不干渉等の規定で思い出されることは，ロンドン

港庁設置法案が約50年前に議会に提出された当時：の世相で、ある。当時は自由

主義信奉者が1隔を利かせ，私企業による経営が普通であったので，公企業に

よる経営は歓迎されなかった。そこでロンドン港庁は利益代表型による公共

トラストに務ちつき，これで民主主義の維持が出来ると思われたらしい。と

ころが1920'f・に至ると任命型公共トラストに改められた。 これに反して他方

リパプール港では趣きを具にし，ロンドン港庁出現前50壬｜三の1858年に非営不IJ
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!'.i':Jのマーゼー ・ドック・エンド・ ハーバー・ボードが設立されていたのであ

った。わが国の港務局は公共企業体であるから港湾法第13条とは反対に独占

的性格を持たせる方がよいのではあるまし、かとさえ私には思われてならなし、。

ω 港務局の諸問題
以下で述べる港務局の諸問題は，港湾法第2条，第12条，節目条，第33

条，第34条との関係が深いが，結局は港務局を規定する港湾、法第2掌は削除

物であろうとさえいわれている位である。

① 港湾企業の管理主体としての港務局

港湾法第54条は，直轄工事によって生じた港湾施設は，運輸大臣にお

いて港湾管理者に貸し千Jけ，又は管理委託しなければならないという意

味のことを規定している。これに関連して，所有権はなくとも管理委託

があるから利用価値に何等差支を生じないという説も山るω。もっとも，

以上の工事によって生じた土地又は工作物は，港湾管担者に譲渡される

こともあるが，かかる場合には港湾管理者が負担した此用の額に相当す

る価額の範囲内で、無償とされ（泌が3法第53条参照〉，共有とはならない。

また反刈に補助工事が後日に至り直，，答工事とされるときは， 同じく共

可jとせずに換算延長により分出lj所むとされる。

② 港湾企業の経営主体と しての港務局

経蛍は，経済学では主題とされ注いが， 経蛍経済学（BusinessEco-

nomicゅでは重要な対象とされる。この経営は，資本に矛IJ潤を生ぜし

める活動，すなわち， 価値の増殖が本質である①。かくて経営活動には

〔1〕計画， 〔2〕執行，〔3〕考査の三方法があり②，また作業・管理・

経営を含めた広義の経営もある。この経営活動による収益を経営体（個

別経済〉自体に配分することは，経営の安定・自己発展のため必要であ

る＠。 しかし，この収益を一歩前進せしめて対出資者配分を行うときは，

利益でなく利潤となり，営利VI:となる④。さらに公共企業休のff＊階1:1:¥

者は｛i＇（権者となっているが， 「このm権者資本は，一定の償還期限付き
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のものであり企業体の益金によってこれを償還して行くときは，所有は

経営に帰属し， そこには真の意味の経営自主体（aself. perpetuating 

body）が成立する⑤。

筆者は， 昭和 36 年 9 月「海運叢書 5 」 （港湾企業経営主体の ！~I 由化一一貸

借対照表と港湾経済一一一〉において，“貸借対照表による港湾総蛍”の立場を

切らかにしたことは今でも意を強くする。それにしても港湾法は，港湾管理

法であって，港湾経営法ないし港湾事業法ではなし、。そのため法文中には経

営の語は一語も使われていなし、。このことは，わが国の港湾計画が迎営計画

よりも建設計画が先行し，いわゆる倒錯計画となっていることと無関係では

あるまい。〔査JI：充稿，大阪港の緊急整viii計画について（共二〉，大阪港第11

巻第1Jr;f p. 56.参照〕

また港湾法では「港務局は船舶に刈する給水，出世話fa¥去の補助その他船舶に

刻する役務が，仙のものによって適当＿LLつ十分に提供されない場合において，

これらの業務を提供する」（港消、法第12粂80・）とか，あるいは「港務局は，

港湾、運送業，倉庫業その他1jf命送及びN／止に｜鶏辿する私企業の公正な活動を妨

げ，その活動に干渉し，又はこれらの，伝と競争して事業を蛍んではならな

い。」 （港湾法第13条 1項〉などが規定され，収益性が少い事業のみが港務

向に，収益性が多い事業のみが私企業に委ねられる傾向となっている。そし

て港湾管理者としての地方公共l.:1:1体には，港湾法第12条 ・銘13条が準用され

る （港湾法第34糸参照〉。

TV  Aにおいては，収益性が多いものと，収益性がないか，または収益性

が少ないものとの双方が組み合わせられて，収支のバランスがとれるように

調整されている。ロンドン港庁そのものが，世界最大の倉庫経営者であるこ

と，ならびに既設私企業から公企業へ切替えが行なわれたことくそれに伴う

資木 ・サービスの転用等〉は見習うべきωであろう。

要するに，引在のごとき港務局とは異なり，公共企業体としての性絡完備

の別途の港湾経営機関の設立が望まれる。
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③ 港務局の財政上の自主命lj

港務局は，営手IJを目的としない公法上の法人である（港湾法第5条劇的

だから港務局は公共企業体（PublicCorporatioめ である。公共企業体

の特質は，公共的所有 ・公共的支配 ・経営の自主命ljであり⑥，このうち

経営の自主性（Managerialautonomy〕は，財政上の自主性（Financial

autonomy〕によって袈打ちされる。財政上の自主性は，具体的には独

立採算制である。この独立採算制は，公共企業体の多くの自主性のう

ちでω最も重要のものである。ところで港務局の財政上の自主性は極め

て弱く，自分自身の財政は結晶，港務局を組織する地方公共性｜体の責任

に転嫁されている。 （港湾法第31条参Jl!D

港湾、財源については，既に港湾財源調査委員会発表のものがあり，また外

資導入も行なわれているが，見返り出券（RevenueBonds）の発行制度の導

入もあって欲しいと｝.￥，＇，われる。見返り山券は， T V A (Tennessee Valley 

Authority）の場合の如き政府の出資とは違う。 また公共事業と しての国庫

負担金でもない。さらにまたTheST. Lawrence Seaway Authority(Cana-

da）の場合の虫｜｜く通航料を引当てに政｝向からする借入金でもないω。

その実例は，TheST. Lawrenc巴S巴awayDevelopment Corporation (U. 

S.A.）発行の見返り杭券であろう。それは，収入予定の通航料を見返りと し

て発行される債券で‘あって，その売出しは政府ーにおいて買入れの義務あるこ

とが関係法で規定されている。政府発行の公債を民間で買入れるのとは反対

に，公共企業体発行の債券は政府が買入れる義務がある。これは，民主主義

が発達していなければみられないであろう。また見返り債券の発行に関連し

て公共企業体が， 港湾施設を経営するのみでなく ， それを所~c）することが望

まれていることは注意、されねばならない。

④ 港務局と独立採算制

公共企業の財務管理方式といわれる独立採算制の資本主義社会におけ

る三原則は，収支の適合 ・資本の自己調達（Self-financing）・利益の自
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己処分である。以上の うち収支の適合原則は，同時に公共企業の用役価

格 ・料金決定の原理をなすものである⑦。もっとも特別の；場合，たとえ

ば非採算的公共事業を同時に担当する場合には，それにかかわらず国家

の補助金が支出されることがある＠。

以上の点に関連して参照したいのは，アメリカにおいて Pierhead lineか

ら先き，すなわち防波提・航路の建設管理が，全額国貨で，連邦政府により

陸軍工兵隊⑨を通じて行われていることである。陸軍工兵隊は州政府が定め

るharborlineとは必ずしも一致しないところの bulkheadand pier head 

lineを港湾内に設けている。（｜｜木泌湾協会発行，各｜玉！泌湾行政の実態P.28.参照）

ここで付言したいことは，道路や，港湾が国貨で改修され，それだけー輸出

品がコスト ・ダウンされるならば，このことなくして輸出品に，それだけの

直接補助が与え られる場合と対比して前者の方法が後者の方法よりも良法で

あろうということである。それは後者の方法によれば，刻外関係上に悪影響

を米たす恐れなしとしなし、からである。（矢野州諸， ？益的経iii：の研究P.28. 参Jl!~ ）

ところで，わが国の港務同は，独立採算制を取り入れていないのに反し，

ロンドン港艇は世界的の倉庫業者であって， ドック・倉庫・港湾荷役など〔ロ

ンドン港艇職員は同時に検才量人でもある⑩〕を経営する と岡崎に，自治行

政体として舟艇 ・沖仲仕の登録 ・免許を行う権限も持っている⑪。しかるに，

ニュー ・ヨーク港艇の場合は，州政府から!f.),7.JJj支出金の財政援助を受けたの

は，港艇創設に関する調査貨のみであって，ニュー ・ヨーク港艇は課税権を

持たず，また税収入からの割当を受けることもない⑬。

(1）漁港法第2条，この法律で「漁港」とは，天然叉は人工の漁業板拠地となる水
域及び陸域並びに施設の総合体であって，第5条第1事i（決林大臣による漁港の
指定〉の規定により指定されたものをいう。
位）「伝造物とは， 凶又は公共団体によって一定の公の目的のために供される物的
施設及び人的施設の統一体である。」
(3）ニュー ・ヨータ港庁は，自己所有のみでなく，他人所有のものを賃借して海巡

・ 航空安ーミナノレ業の経出・も している。けれども，わが闘に今後真の港「I~が新設

されるような場合には，ここにいう管組委，iCを一歩1Ji1進せしめて，政府出資また
は無償議波のごとき方法が望ましいことを筆者として付言したし、。
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(4) (AJ ロンドン港ITの収入項目 (1963年度〕
(1) ドッグおよび上屋倉1'11・…・…ぃ……・20,099ボント
位） 河川関係・・・・・ー… ・・・・・・…....・ H ・－－－… 1, 073ポンド

(3) 商品需品徴の港費……・……....・H ・.....3, 535ポンド

........ z4, 708ポンド

（「i木泌総協会発行，港事告管迎の現状と問題点， p,244.よりf'i'J戎〕
Breadba山 Historyof the Port of London, 1921 (Vol. II. p. 388.〕
にロンドγの倉庫記事ーがある。

（日） ニュー ・ヨーク港l「純益桝成 (1952年度）は，大部分が橋 ・トンネノレの通行

料 ・λスターミナノレ ・土地の使用料ft貸料であって，港湾施設そのものの使用
料による純益は僅かである。（ill口・住岡共著，港湾行政pp,73, 74.参照〕

(5）パブリック ・コーポレーションの具体的形態は，次のような自主性の具体的内

容によってこれを明確にすることができる。

1. 法律上の自主性（Legalentity) 

2. 政治上の自主性（Politicalautonomy〕

3. 行政上の自主性（Administrativeautonomy) 

4. 財政上の自主性（Financialautonomy〕

5. 人事上の自主性（Autonomyin Personal) 

（占部都美若，公共企業体論P.49.)

(6）港湾収入見返り依券（Revenuebonds; Port income bonds）というのは，1

｛悶または数個の施設を指定し，その指定施設から生ずる収入または港湾全体の収

入を但保と して発行される似券でーある。この位券は，市・県・州等の課税対象とな

らないから，社債に優る点、があり，多くは橋梁・トンネノレ ・穀物エレベータ ー・

倉庫業の建設に当たり発行される。 (Marvin L, Fair; Port Administration in 

the United States, 1954, P. 142.〕，矢野剛若，港湾経済の研究PP.1'10-142. 

① 経伝学僻典， p,136. （木村喜一郎〉

②古川栄一編，経也管理組j織 P.23. 
小島昌太郎著，経；語学序説 p,303. 

③竹中竜J;ffi著，公企業談話 pp.131, 132. 

④ 111城 主主著，経必政策 P.383. 参w.~.
⑤ I~バflS都美著， 公共企業体論 p. 37. 
⑥ l当部都美著，公共企業体論 p.33.

⑦ .lE見H百二郎稿 「運賃決定機構」交j瓜学研究， 1959年研究年報 pp,212, 243, 
244. 

③ 占ms都美若：，公共企業体論 pp,225, 227. 
⑨矢野削杭，アメリカに於て陸軍工兵隊が港湾改修工事を施工する｜主l米（港湾，

昭和24年2月号 pp.14目15.）参照
⑩矢野剛者，浴湾経済の研究 pp,87, 88. 

⑪ II 木港湾協会発行，各国港湾行政の実態 p,61.参照．
⑫ Marvin L. Fair; Port Administration in the United States, 1954, p. 143. 
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むすび

以上 「欧米のポート・ オーソリティとわが国の港湾管理Jを概説したが，

結論と して，

は） 港務局の廃止。

(2) 阪神 ・京浜両地域のポート ・オーソリティの創設。

(3) 以上両ポート ・オーソリティ創設具体化のための方法論的調査研究。

（＠ そのための委員会の設立が望まれる。

（木和，J／土，城西大学経済学会「城西経済学会誌IVol. 5, No.2にt&¥・1主し
たものに加本訂正をしたものである。〉


